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平 成 年
月 日

（火曜日）

り
指
定
さ
れ
た
区
域
の
全
部
に

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

告

山
口
県
告
示
第
三
百
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前

い
て
貸
し
付
け
た
貸
付
金
に

別
表
第
一
の
五
の
項
を
次
の

五

削
除

別
表
第
一
の
七
の
項
を
次
の

七

削
除

別
表
第
三
の
二
の
項
中
「
五

山
口
県
中
小
企
業
高
度
化
資

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
第
三
号
を

り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し

を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
及
び

し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
、
七

十
一
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら

つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

一
日

山
口

示

四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一

お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し

関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
三
年
山

か
ら
施
行
す
る
。

に
改
正
前
の
山
口
県
中
小
企
業
高

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

よ
う
に
改
め
る
。

よ
う
に
改
め
る
。

の
項
、
」
を
削
り
、
同
表
六
の
項

金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山

削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

、
同
項
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し

第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第

の
項
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第

第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り

一

除
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な

口
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号
）
に

度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
基

る
。

中
「
五
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に

口
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

同
項
第
五
号
中
「
、
七
の
項
」
を

、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八

八
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
九
号

十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
四
号
を

上
げ
る
。

有けよ づ 改 の削号と第

規

則

告

示
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山
森

二
十

予
定

一

第 号

一二三

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

四
年
二
月
二
十
四
日
山
口
県
公
告

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置

公

七
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成

る
件
（
平
成
九
年
農
林
水
産
省
告

林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
九

（
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

口
県
告
示
第
三
百
二
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産

で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇

特
定
有
害
物
質
の
名
称

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措

土
壌
汚
染
の
除
去

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
五
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売

栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百

示
第
三
百
二
十
一
号
（
二
に
係

年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
二

定
す
る
重
要
流
域
に
係
る
も
の

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保

区
域

の
一
部

置

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
周

と
お
り
と
す
る
。

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国

意
見
の
聴
取

二
十
号
）
、
保
安
林
の
指
定
を

る
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保

十
一
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
限
る
。
）
に
よ
る
。

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る

事

二

井

関

成

安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ

所
在
地

周
南
市
古
市

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

人

事

二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
山
口

南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
並
び
に
周
南
市

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ

所
在
地

周
南
市
古
市

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
八
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
並
び
に
周
南
市

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

ン
周
南

一
丁
目
四
四
七
三
の
四

は
な
い
。

委

員

会

県
公
告
（
五
八
）
に
係
る
大
規
模

。年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月

経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
及
び
周

一
日

山
口

及
び
所
在
地

ン
周
南

一
丁
目
四
四
七
三
の
四

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

。年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月

経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
及
び
周

一
日

山
口

及
び
所
在
地

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

南
市
新
南
陽
総
合
支
所
に
お
い
て

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

南
市
新
南
陽
総
合
支
所
に
お
い
て

県
知
事

二

井

関

成

二

周工公 成 工公

公

告

人

事

委

員

会
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附
を
加

び
避

「
設

れ
た一二三

第 号

山
特

部
を

則
第
六
項
中
「
附
則
第
四
項
第
一

は
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲

六
千
六
百
円

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲

千
三
百
三
十
円

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
作
業
の

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
作
業
の

則
第
三
項
第
三
号
中
「
の
屋
外
」

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
区
域
に

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
区
域
に

則
第
四
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の

日
に
つ
き

二
万
円

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の

三
千
三
百
円

則
第
二
項
中
「
に
係
る
区
域
」
の

え
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項

難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
設
定
さ

定
さ
れ
た
区
域
」
の
下
に
「
（
前

区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一

帰
還
困
難
区
域
に
設
定
さ
れ
た

居
住
制
限
区
域
に
設
定
さ
れ
た

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す

殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
」
を

げ
る
作
業
の
う
ち
屋
外
に
お
い

げ
る
作
業
の
う
ち
屋
内
に
お
い

う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

う
ち
屋
外
に
お
い
て
行
う
も
の

う
ち
屋
内
に
お
い
て
行
う
も
の

を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を

お
い
て
行
う
作
業

お
い
て
行
う
作
業

め
る
。

う
ち
故
障
し
た
設
備
等
を
現
場

う
ち
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外

下
に
「
（
原
子
炉
建
屋
内
及
び

第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
」

れ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

三
号
に
掲
げ
る
区
域
及
び
避
難

号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号

原
子
力
発
電
所
の
敷
地
内

区
域
（
前
号
に
掲
げ
る
区
域
を

区
域
（
前
二
号
に
掲
げ
る
区
域 山

号
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
人

「
附
則
第
四
項
第
三
号
、
第
五

て
行
う
も
の

一
日
に
つ
き

て
行
う
も
の

一
日
に
つ
き

一
日
に
つ
き

三
千
三
百
円

一
日
に
つ
き

六
百
六
十
円

一
日
に
つ
き

五
千
円

一
日
に
つ
き

千
円

加
え
る
。

に
お
い
て
確
認
す
る
も
の

一

の
も
の

一
日
に
つ
き

一
万

免
震
重
要
棟
内
を
除
く
。
）
」

を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
区
域
及

第
五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中

指
示
解
除
準
備
区
域
に
設
定
さ

の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

除
く
。
）

を
除
く
。
）

口
県
人
事
委
員
会

則事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

学
校
職
員
の
勤
務
時
間

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
十
三
条
第
三
号
中
「
骨
髄

細
胞
の
」
に
、
「
又
は
骨
髄
移

め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

す
る
。平

成
二
十
四
年
七
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
勤
務
時
間
、
休

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
十
二
条
第
三
号
中
「
骨
髄

細
胞
の
」
に
、
「
又
は
骨
髄
移

め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

ら
施
行
す
る
。

十
二
号

、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平

改
正
す
る
。

液
の
」
を
「
骨
髄
若
し
く
は
末
梢

植
の
た
め
」
を
「
又
は
」
に
、
「

胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を

ら
施
行
す
る
。

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一

一
日 十

一
号

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一

び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七

正
す
る
。

液
の
」
を
「
骨
髄
若
し
く
は
末
梢

植
の
た
め
」
を
「
又
は
」
に
、
「

胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を

ら
施
行
す
る
。

び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

一
日

三

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血

骨
髄
液
を
」
を
「
、
骨
髄
移
植
の

」
に
改
め
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

山
口
県
人
事
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血

骨
髄
液
を
」
を
「
、
骨
髄
移
植
の

」
に
改
め
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
人
事
委
員
会

第幹た 布 七幹た す



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

こ

（定期）県 報

山
う
に第

胞
の

骨
髄

第 号

山
山十

四
年
七
月
三
十
一
日
印
刷

十
四
年
七
月
三
十
一
日
発
行

の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭

改
正
す
る
。

十
条
第
三
号
中
「
骨
髄
液
の
」
を

」
に
、
「
又
は
骨
髄
移
植
の
た
め

若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の

附

則

企

業

口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る

の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規

「
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細

」
を
「
又
は
」
に
、
「
骨
髄
液

た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
」
に
改

局

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

山
口
県
公
営
企
業
管
理

県

庁
知
事

。 程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血
幹
細

を
」
を
「
、
骨
髄
移
植
の
た
め

め
る
。

の
よ
う
に
定
め
る
。

者

藤

部

秀

則

四

企

業

局


